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今⽇、貿易や科学技術の発展は、⽣態系
へ多⼤な影響を及ぼしています。これらが
⼈間の⽣命・健康や経済活動に直接的に影
響を及ぼすまでには⻑い時間がかかる⼀⽅
で、いったん影響が明らかになったときに
は⼿遅れとなる問題です。そこで、将来起
こり得る重⼤な影響が確認される前に、救
済⽅法を確保する必要性があります。 

⼈の活動による環境への悪影響を予防す
るために、法は様々な形で措置を講じてい
ます。その代表的なものが、環境アセスメ
ントです。環境アセスメントとは、環境影
響評価のことで、事業者（国や⾃治体も含
む）が事業に着⼯する前に、事業が環境に
与える影響を調査し、評価し、環境への悪
影響があるときは、それを減らすために、
事業内容に修正や変更を加えることをいい
ます（畠⼭ 150 ⾴）。 

私たちは「しあわせの基盤としての環境：
『環境保護責任』についての法的視点の構
築」をテーマに共同研究に着⼿し、この研
究の⼀環として、環境アセスメントの数少
ない成功事例の⼀つと⾔われる藤前⼲潟に
視察へ⾏きました。名古屋市は、1980 年代

初頭に⼀般廃棄物処分場のひっ迫を背景と
して、藤前⼲潟の埋め⽴て計画を⽴て、
1986 年から環境アセスメントを実施しま
した。その結果、埋め⽴ての代償措置とし
て⼈⼯⼲潟を造成することを決めましたが、
当時の環境庁は⼈⼯⼲潟が機能しないと結
論づけたため、名古屋市は埋め⽴てを断念
しました（稲永ビジターセンター資料、北
村 202 ⾴）。藤前⼲潟は 2002 年にラムサー
ル条約に基づく登録湿地となり、都市に残
された貴重な⾃然環境となっています。 

それでは、法による予防措置が働かない
場合、市⺠はどのような救済⽅法に訴えれ
ばよいか、この点を明らかにすることが、
私たちの今後の研究課題です。 
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